
 
 

 

 

 

大和町中央通り沿道地区地区計画等について 

大和町まちづくり方針に基づき、まちづくりの起点として先行的に取り組む大和町

中央通り沿道地区における地区計画等素案説明会の開催結果及び説明会等の意見を

踏まえ決定した大和町中央通り沿道地区地区計画原案等について報告する。 

 

１．地区計画等素案説明会の開催結果 

（１）開催状況 

○日 時 ：平成２７年８月２８日（金）１９:００～２０:３０ 

８月３０日（日）１０:００～１１:３０ 

○会 場 ：大和区民活動センター 

○参加者数：２８日 １９名、３０日 ２３名  合計 ４２名 

○内 容 ：大和町中央通り沿道地区地区計画等素案説明、今後の予定、 

質疑応答 

（２）主な意見等 

質 問・意 見 回  答 

地区計画の都市計画決定と不燃化促進事

業の導入は同時期なのか。 

同時期を予定している。 

近隣商業地域における敷地面積の最低限

度 60 ㎡や高さの最低限度７ｍの規制は、都

市計画が決定又は変更されるまでは適用さ

れないのか。 

地区計画及び都市計画の決定の公告後に

適用されることになる。 

都市計画道路の整備に伴い、補償金を受け

取った場合においても、不燃化促進事業の助

成を受けることができるのか。 

建物の除却に関する助成は受けられない

が、建替えにかかる費用に関する助成は受け

ることができる。 

自分の家が沿道３０ｍの範囲にどれぐら

いかかるのか教えてもらえるのか。 

住所等を教えてもらえれば、範囲内の有無

については、お答えできる。 

用途地域の区域境界がまたがっている場

合、建築に際してどのような制限を受けるの

か。 

用途地域がまたがる場合、容積率や建ぺい

率は加重平均の値が上限となる。高度地区に

よる斜線制限は、その区域に応じてそれぞれ

の制限を受けることとなる。 
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２．地区計画原案の概要 

（１）名称及び面積：大和町中央通り沿道地区地区計画、約5.6ｈa 

（２）目標 

老朽化した木造建築物が密集しており災害時の危険性が高くなっていること

から、延焼遮断帯の形成や適切な土地利用の誘導に伴うにぎわいの創出など、拡

幅整備にあわせたまちづくりを行い、災害に強く安全で、だれもが安心して快適

に住み続けられるまちの実現 

（３）土地利用の方針 

沿道建物の不燃化を促進することで延焼遮断帯として整備すること、また、生

活利便施設の充実を図りながら住宅供給を促進することでにぎわいある複合市

街地を形成 

（４）建物に関する整備計画 

  ・建物の用途に関する制限 

住宅街の商業地であることを踏まえ、地区の健全な賑わいが創出される建物

利用を図るために、主に風俗営業に係るものなどを規制する。 

 ・敷地の最低限度 

敷地の細分化による建て詰まりを防止し、ゆとりある市街地の形成を図るた

め、建築物の敷地面積の最低限度を６０㎡に定める。 

  ・垣又はさくの構造の制限 

災害時を考慮し、ブロック塀等の倒壊の危険の高いものを抑制する。 

・形態または、色彩 

複合市街地として調和のとれた良好な街並みの形成を図るため、原色を避け、

周辺環境に調和を図る。 

 

３．関連都市計画素案（用途地域は東京都決定）の概要 

  ・用途地域：第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域から近隣商

業地域へ変更（大和町中央通り拡幅整備後20～30ｍの範囲） 

  ・防火地域及び準防火地域：準防火地域を防火地域へ変更 

（大和町中央通り拡幅整備後20～30ｍの範囲） 

  ・高度地区：第一種高度地区及び第二種高度地区から第三種高度地区へ変更 

（大和町中央通り拡幅整備後20～30ｍの範囲） 

最低限高度７ｍ（大和町中央通り拡幅整備後道路端～30ｍの範囲） 

 

４．地区計画原案及び関連都市計画素案・・・別紙のとおり 

 

５．今後の予定 

  ・地区計画原案等説明会          平成２７年１０月８日 

  ・地区計画原案公告・縦覧              １０月９日～２２日 

  ・都市計画概要説明会、縦覧等            １１月～１２月 

  ・中野区都市計画審議会への諮問      平成２８年 １月 

  ・東京都都市計画審議会への諮問（用途地域）      ２月 

  ・地区計画等の決定                  ３月 

 

 



１．地区計画の名称・面積・位置

２．地区計画の目標

4．建築物の整備方針と計画　　　

３．土地利用の方針

別 紙　　　

　本地区は、ＪＲ中央線高円寺駅の北側及び西武新宿線野方駅・都立家政駅の南側に位置する大
和町中央通り（東京都市計画道路事業補助線街路第２２７号線）の沿道市街地であり、中野区都
市計画マスタープランにおいて、後背の住宅地との調和を図りつつ、快適な歩行者空間やにぎわ
いのある沿道街並みの創出を図る補助幹線道路沿道地区に位置付けられ、商住併用建物を中心に、
地区の特性を踏まえて、土地の有効利用の誘導、延焼遮断帯としての機能強化を図ることとして
いる。
　一方で、本地区は、老朽化した木造建築物が密集しており災害時の危険性が高くなっているこ
とから、大和町中央通りの拡幅整備が行なわれることとなった。そのため、延焼遮断帯の形成や
適切な土地利用の誘導に伴うにぎわいの創出など、拡幅整備にあわせたまちづくりが必要な地区
である。
　そこで、本地区においては災害に強く安全で、だれもが安心して快適に住み続けられるまちの
実現を目標とする。

　地区整備計画の区域（地区計画区域と同範囲）においては、良好な市街地形成を図るとともに
防災性能を確保するため、建築物等の整備の方針を次のように定めます。

●建築物の用途の制限
　　地区にふさわしい、健全な賑わいが創出される建物利用を図るため、建築物等の用途の制
　限を定めます。

　　「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第１項に掲げる風俗営業の　
　用に供する建築物及び同条第６項に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物は建築
　してはならない。

●建築物の敷地面積の最低限度　　　　　　　
　　敷地の細分化による建て詰まりを防止し、ゆとりある市街地の形成を図るため、建築物の
　敷地面積の最低限度を定めます。

　　６０平方メートル
　　ただし、次の各号の一に該当する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、
　この限りではない。
　１　建築物の敷地として現に使用されている土地
　２　所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地
　３　都市計画道路の整備に係る土地
　４　その他区長が公益上やむを得ないと認めた土地
　　　　
●垣又はさくの構造の制限
　　ブロック塀等の倒壊による危険を防止し、緑化の推進を図るため、垣又はさくの構造の制
　限を定める。

　　道路に面する側の垣又はさくの構造は、生け垣又は、透視可能なネットフェンス等にしな
　ければならない。
　　ただし、道路面から高さ 60 センチメートル以内のブロック塀はこの限りではない。

●建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限
　　複合市街地として調和のとれた良好な街並みの形成を図るため、建築物の形態又は色彩そ
　の他意匠の制限を定める。

　　建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、街並みに配慮するなど周辺環境
　と調和したものとする。

　中野区都市計画マスタープラン等の上位計画や、大和町中央通り沿道地区まちづくり方針（案）
に示す本地区の将来像に基づき、地区計画の目標を以下のように定めます。

■地区計画の目標

　大和町中央通りの拡幅整備とあわせて、沿道建物の不燃化を促進することで延焼遮断帯として
整備する。また、生活利便施設の充実を図りながら住宅供給を促進することでにぎわいある複合
市街地を形成する。

■土地利用の方針

　地区の特性を踏まえ、土地利用の方針を以下のように定めます。

名称：大和町中央通り沿道地区地区計画

面積：約 5.6ｈa

位置：中野区大和町一丁目、大和町二丁目、

　　 大和町三丁目及び大和町四丁目各　

　　 地内

大和町中央通り沿道地区地区計画（原案）について

凡　例

行政境界

地区計画の区域
( 約 5.6ha)



大和町中央通り沿道地区都市計画（素案）について

１．用途地域の変更（東京都決定） ３．高度地区の変更

２．防火地域の変更　 ４．今後の予定

　大和町中央通り沿道地区地区計画の決定に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、用途地
域を変更します。

　大和町中央通り沿道地区地区計画の決定に伴い、都
市防災上の観点から検討した結果、面積約１．４ヘク
タールの区域について防火地域及び準防火地域の変更
を行ないます。

区域　　　大和町一丁目、大和町二丁目、　
　　　　　大和町三丁目及び大和町四丁目
　　　　　各地内
変更内容　第一種低層住居専用地域及び第
　　　　　一種中高層住居専用地域から近
　　　　　隣商業地域へ変更
変更面積　約 1.4ha　

区域　　　大和町一丁目、大和町二丁目、　
　　　　　大和町三丁目及び大和町四丁目
　　　　　各地内
変更内容　準防火地域から防火地域へ変更
変更面積　約 1.4ha　

　大和町地区地区計画の決定に伴い、延焼遮断帯の形成と土地利用上の観点から検討した結果、
面積約５．６ヘクタールの区域について高度地区の変更を行ないます。

区域　　　大和町一丁目、大和町二丁目、　
　　　　　大和町三丁目及び大和町四丁目
　　　　　各地内
変更内容　第一種高度地区及び第二種高度
　　　　　地区から第三種高度地区へ変更
　　　　　最低限高度地区７m の指定
変更面積　約 5.6ha　

※図面は一部簡略化
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１０月 １１月～１２月 ３月

①

②

③

凡　例

行政境界

最低限高度地区 面　積
指定なし

７ｍ
約 1.0ha

高度地区
第一種

第三種
第二種

第三種
第三種

第三種

指定なし

７ｍ
指定なし

７ｍ

約 0.4ha

約 4.2ha

凡　例

行政境界

準防火

防火
約 1.4ha

面　積防火・準防火

凡　例

番号
面積
約 ha

用途 建ぺい率 容積率

0.4

0.4

0.6

③

%

高さの
限度

% m

敷地面積
の最低限度

㎡

一低
150
60

60 ㎡
1 高

上段：用途地域
中段：容積率 (%)
下段：       (%)建ぺい率

上段：敷地面積の最低限度
中段：高度地区（最低限）
下段：高さの最高限度10m

丸：準防火地域　二重丸：防火地域

①

②

変更前 一低 15060 6010

変更後 近商 30080

変更前 一低 15060 6010

変更後 近商 30080

変更前 一中 20060 60

変更後 近商 30080
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